
徳
川
家
康
の
天
正
期
駿
府
築
城
に
つ
い
て前

田

利

久

は
じ
め
に

二
〇
一
八
年
秋
、
発
掘
中
の
駿
府
城
天
守
台
の
内
側
か
ら
も
う
一
つ
の
天
守
台
が
発
見
さ
れ
た
。
外
側
の
天
守
台
よ
り
も
古
い
野
面
積
み
の

天
守
台
で
、
付
近
か
ら
大
量
の
金
箔
瓦
が
出
土
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
十
月
十
六
日
の
静
岡
市
長
に
よ
る
定
例
記
者
会
見
の
な
か
で
報
告
が
な

さ
れ
、
そ
の
と
き
用
意
さ
れ
た
資
料
に
は
中
井
均
・
小
和
田
哲
男
両
氏
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

・
天
守
台
が
野
面
積
み
で
あ
る
こ
と
と
金
箔
瓦
が
大
量
出
土
し
た
こ
と
に
よ
り
「
天
正
十
八
（
一
五
九
〇
）
に
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
駿
府

に
入
れ
置
か
れ
た
中
村
一
氏
が
秀
吉
の
支
援
を
受
け
て
築
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
関
東
に
移
さ
れ
た
徳
川
家
康
に
対

し
て
金
箔
瓦
に
飾
ら
れ
た
天
守
の
造
営
は
豊
臣
政
権
の
威
光
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。」（
中
井
）

・
大
御
所
家
康
の
天
守
台
の
下
に
「
豊
臣
政
権
下
の
中
村
一
氏
の
駿
府
城
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
大
発
見
で
あ

る
。
さ
ら
に
そ
の
下
に
天
正
十
三
年
（
一
五
八
八
）
着
工
の
、
家
康
に
よ
る
五
カ
国
時
代
の
駿
府
城
が
埋
ま
っ
て
い
る
可
能
性
も
出
て

き
た
。」（
小
和
田
）

こ
の
発
見
と
評
価
は
さ
ら
に
、
関
東
に
移
封
さ
れ
た
家
康
の
領
国
を
金
箔
瓦
の
織
豊
系
城
郭
で
包
囲
し
て
牽
制
す
る
と
い
う
「
金
箔
瓦
包
囲

網
」
説(1
)の

象
徴
的
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た(2
)。

私
は
二
十
年
前
、『
家
忠
日
記
』
や
『
当
代
記
』
の
記
述
や
家
康
の
官
位
等
を
も
と
に
、
家
康
の
天
正
期
駿
府
築
城
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
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を
試
み
た
こ
と
が
あ
る(3
)。

そ
こ
で
は
、
こ
の
と
き
の
築
城
が
家
康
領
国
内
で
初
め
て
の
石
垣
と
天
守
の
出
現
と
な
っ
た
と
い
う
特
異
性
か
ら
秀

吉
が
関
与
し
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ
は
秀
吉
に
臣
従
し
た
家
康
へ
の
見
返
り
で
あ
り
、
同
時
に
家
康
が
豊
臣
政
権
下
に
取
り
込
ま
れ
た
証
し
で

あ
り
、
北
条
氏
領
の
隣
ま
で
秀
吉
の
勢
力
が
及
ん
だ
こ
と
の
証
し
で
も
あ
っ
た
と
す
る
趣
旨
を
述
べ
た
。

小
稿
は
、
今
回
駿
府
城
公
園
内
で
発
見
さ
れ
た
慶
長
期
以
前
の
天
守
台
は
、
天
正
期
の
徳
川
家
康
が
最
初
に
駿
府
に
城
を
構
え
た
時
の
も
の

と
考
え
、
そ
れ
は
羽
柴
秀
吉
の
意
向
を
受
け
て
の
造
営
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
、
定
説
化
し
つ
つ
あ
る
〝
城
主
中
村
一
氏
〟
説
や
〝
金
箔
瓦
包

囲
網
〟
説
に
対
し
て
、
疑
問
を
投
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

家
康
の
駿
府
「
御
屋
敷
」

(一
)
「
御
屋
敷
」
の
普
請

家
康
の
天
正
期
に
お
け
る
駿
府
で
の
普
請
に
関
わ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
松
平
家
忠
の
『
家
忠
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
普
請
は
二
期
、
二
段
階
で

行
わ
れ
て
い
る
（
表
一
）。
最
初
は
天
正
十
三
年
の
八
月
か
ら
始
め
て
翌
十
四
年
九
月
に
「
御
屋
渡
り
」
が
行
わ
れ
た
「
御
屋
敷
普
請
」
で
、

家
康
は
同
年
暮
れ
の
十
二
月
四
日
に
正
式
な
居
所
と
し
た
。
年
が
明
け
た
十
五
年
二
月
か
ら
同
一
七
年
の
七
月
頃
ま
で
第
二
期
と
な
る
普
請
が

行
わ
れ
、
こ
の
普
請
は
「
城
」「
本
城
」「
二
の
く
る
わ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
家
康
の
居
城
の
普
請
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
期
の
普
請
は
〝
駿

府
屋
敷
〟
で
、
第
二
期
の
普
請
が
〝
駿
府
城
〟
と
な
る
。

『
家
忠
日
記
』
か
ら
の
情
報
量
が
極
め
て
少
な
い
た
め
、
文
言
だ
け
見
れ
ば
こ
の
「
御
屋
敷
普
請
」
を
駿
府
城
の
一
部
、
い
わ
ゆ
る
〝
御
殿
〟

の
普
請
と
解
せ
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
駿
府
に
は
こ
れ
ま
で
拠
点
と
な
る
よ
う
な
城
が
築
か
れ
た
こ
と
は
な
く
、
も
し
こ
の

屋
敷
普
請
が
駿
府
で
初
め
て
の
築
城
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
れ
ば
、「
城
普
請
」
と
明
記
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
松
平
家
忠
は
、
こ
れ
ま

で
、
そ
し
て
こ
の
あ
と
も
家
康
の
命
を
受
け
て
城
普
請
に
携
わ
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
堀
普
請
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
木

材
や
石
材
の
運
搬
、
諏
訪
原
城
で
は
塀
の
普
請
を
行
っ
た(4
)こ

と
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
土
木
工
事
で
あ
る
。
家
忠
は
国
衆
の
一
人
と

し
て
人
足
を
動
員
し
て
こ
れ
ら
を
行
っ
た
だ
け
で
、
建
物
を
建
造
す
る
作
事
は
行
っ
て
い
な
い
。
仮
に
築
城
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
家
忠
は
そ
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表
一
『
家
忠
日
記
』
に
見
る
駿
府
普
請
に
関
す
る
主
な
記
述

※
『
家
忠
日
記
』
は
臨
川
書
店
『
増
補
続
史
料
大
成
』
19

に
拠
っ
て
い
る
が
、
傍
線
部
は
誤
読
を
訂
正

年

月

日

記

述

備

考

天
正
13
・
07
・
19

「
殿
様
、
駿
河
へ
御
こ
し
候
」

13
・
08
・
14

「
駿
河
府
中
普
請
ニ

し
ら
す
か
迄
こ
し
候
」

13
・
08
・
18

「
駿
府
殿
様
へ
出
候
て
、
長
沼
ニ

陣
取
候
」

13
・
08
・
20

「
石
引
普
請
候
」

13
・
閏8
・
23

「
御
屋
敷
普
請
出
来
候
」

13
・
09
・
17

「
家
康
、
一
昨
日
十
五
日
ニ

駿
州
よ
り
浜
松
へ
御
帰
城
候
由
候
」

10
・
28

家
康
、
北
条
氏
と
起
請
文
を
交
わ
す

天
正
14
・
09
・
07

「
殿
様
、
来
十
一
日
ニ

駿
府
御
屋
渡
り
ニ

今
日
七
日
ニ

御
越
候
」

03
・
08

家
康
、
北
条
氏
政
と
三
島
で
会
見
す
る

14
・
09
・
11

「
御
屋
渡
り
之
御
祝
言
申
候
」

05
・
14

家
康
、
旭
姫
と
祝
言
を
挙
げ
る

14
・
12
・
04

「
殿
様
、
今
日
駿
へ
御
座
候
由
候
」

10
・
27

家
康
、
大
坂
城
で
秀
吉
に
謁
見
す
る

天
正
15
・
01
・
21

「
吉
田
よ
り
駿
川
御
普
請
、
来
二
日
よ
り
之
由
申
来
候
」

01
・
04

北
条
氏
、
小
田
原
城
の
普
請
を
始
め
る
（
史
料
④
）

15
・
01
・
26

「
駿
州
為
御
普
請
、
浜
名
迄
出
候
」

15
・
01
・
29

「
駿
府
迄
越
、
花
養
院
ニ

陣
取
候
」

15
・
02
・
01

「
城
へ
御
礼
申
候
」

15
・
02
・
05

「
御
か
ま
へ
二
の
く
る
わ
堀
普
請
候
」

15
・
02
・
07

「
普
請
奉
行
衆
ふ
る
舞
候
」

15
・
02
・
13

「
城
普
請
出
来
候
、
石
と
り
候
」

15
・
03
・
03

「
石
か
け
の
根
石
を
き
候
」

15
・
04
・
25

「
普
請
出
来
候
」

15
・
09
・
17

「
来
朔
日
よ
り
駿
河
御
城
御
普
請
候
由
、
酒
左
衛
門
督
よ
り
申
来
候
」

08
・
08

家
康
、
従
二
位
権
大
納
言
と
な
る
（『
公
卿
補
任
』）
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15
・
09
・
26

「
駿
河
御
城
為
御
普
請
あ
ら
い
迄
出
候
」

15
・
10
・
07

「
こ
ま
の
だ
ん
石
か
け
候
」

15
・
10
・
12

「
本
城
堀
普
請
候
」

15
・
10
・
26

「
屋
敷
家
た
て
候
、
戸
田
三
郎
右
親
子
被
越
候
」

15
・
11
・
03

「
牧
永
よ
り
御
城
才
木
と
ヽ
け
候
、
こ
ま
の
た
ん
の
石
か
け
出
来
候
」

15
・
11
・
04

「
二
の
く
る
ハ
の
石
か
け
候
」

15
・
11
・
07

「
屋
敷
へ
こ
し
候
」

15
・
11
・
晦

「
普
請
出
来
候
て
、
藤
枝
迄
帰
候
」

天
正
16
・
01
・
05

「
駿
河
酒
左
衛
門
督
所
よ
り
来
十
五
日
已
前
ニ

駿
府
御
普
請
越
候
へ
之

由
申
来
候
」

16
・
01
・
28

「
駿
河
御
普
請
ニ

あ
ら
い
迄
こ
し
候
」

16
・
02
・
01

「
駿
府
迄
参
着
候
」

16
・
03
・
02

「
石
と
り
候
」

16
・
03
・
03

「
あ
さ
普
請
奉
行
衆
ふ
る
舞
候
」

16
・
03
・
04

「
御
本
城
さ
ら
へ
候
」

16
・
03
・
28

「
才
木
と
ヽ
け
候
」

16
・
03
・
29

「
も
ち
舟
よ
り
才
木
と
ヽ
け
候
」

16
・
04
・
14

「
普
請
奉
行
衆
ふ
る
舞
候
」

04
・
14

後
陽
成
天
皇
、
聚
楽
第
に
行
幸
す
る

16
・
05
・
12

「
て
ん
し
ゆ
才の
木て
つ
た
い
普
請
あ
た
り
候
、
家
康
様
よ
り
普
請
ニ

せ
い

を
入
と
て
御
使
給
候
」

16
・
05
・
14

「
普
請
出
来
候
」

05
・
21

家
康
、
北
条
氏
に
起
請
文
に
て
最
後
通
告
（
史
料

⑤
）



の
堀
普
請
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
城
の
堀
な
ら
ば
か
な
り
の
日
数
を
要
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
進
捗
状
況
に
応
じ
て
何
度
も
出
役
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
今
回
の
家
忠
に
よ
る
普
請
は
一
度
き
り
で
あ
り
、
期
間
は
三
十
三
日
間
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
間
は
秋
雨
前

線
に
よ
る
長
雨
や
台
風
に
も
見
舞
わ
れ
た(5
)た

め
、
大
幅
な
滞
り
が
あ
っ
て
の
普
請
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
一
期
の
駿
府
に
お
け
る
普
請
と
は
築
城
で
は
な
く
、
家
康
が
駿
府
滞
在
の
た
め
に
用
い
る
駿
府
屋
敷
の
普
請
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

駿
府
屋
敷
の
所
在
地
は
不
明
だ
が
、
お
そ
ら
く
今
川
氏
の
館
跡
で
あ
ろ
う
。
今
川
氏
の
館
跡
は
現
在
の
駿
府
城
公
園
と
ほ
ぼ
重
な
る
位
置
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16
・
06
・
03

「
駿
川
へ
普
請
衆
五
人
つ
か
ハ
し
候
」

16
・
12
・
28

「
駿
府
迄
参
着
候
」

天
正
17
・
01
・
05

「
普
請
衆
置
候
て
、
懸
川
迄
か
へ
り
候
」

17
・
01
・
28

「
駿
府
御
普
請
ニ

あ
ら
い
迄
こ
し
候
」

17
・
02
・
02

「
石
か
け
普
請
ま
い
り
候
」

17
・
02
・
11

「
小
伝
主
て
つ
た
い
普
請
当
候
、
彼
連
歌
御
城
に
て
今
日
被
成
候
」

17
・
02
・
14

「
彼
連
歌
御
城
に
て
被
成
候
」

17
・
02
・
16

「
又
御
城
連
歌
候
」

17
・
02
・
19

「
石
く
ら
根
石
す
へ
候
」

17
・
04
・
10

「
普
請
出
来
候
」

17
・
04
・
29

「
駿
川
普
請
奉
行
衆
よ
り
、
御
本
城
石
つ
ミ
崩
候
間
、
早
々
こ
し
候
へ

之
由
申
来
候
」

17
・
05
・
10

「
す
る
か
普
請
ニ

人
数
計
こ
し
候
」

17
・
05
・
25

「
普
請
出
来
、
普
請
衆
か
へ
り
候
」

17
・
07
・
16

「
駿
御
普
請
、
夫
丸
計
出
候
」



に
、
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
大
小
の
堀
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
る
か
た
ち
で
存
在
し
た
こ
と
が
発
掘
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る(6
)。

こ
の
よ
う
に

複
数
の
堀
に
囲
ま
れ
た
今
川
館
を
、
当
時
「
構
」
と
呼
ん
で
い
た(7
)が

、
そ
の
中
の
当
主
の
居
館
は
「
御
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
て
い
た(8
)。

永
禄
十
一

年
（
一
五
六
八
）
の
暮
れ
に
武
田
氏
に
よ
っ
て
焼
き
討
ち
に
あ
っ
た
あ
と
、
今
川
の
家
臣
の
岡
部
正
綱
が
立
て
籠
っ
た(9
)こ

と
が
あ
る
が
、
武
田

氏
は
こ
こ
を
駿
河
支
配
の
拠
点
と
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
軍
事
利
用
す
る
こ
と
も
な
く
、
家
臣
の
屋
敷
地
に
あ
て
た(10
)よ

う
で
あ
る
。
家
康
は

今
川
氏
の
館
跡
に
屋
敷
を
構
え
る
に
あ
た
り
、
無
防
備
な
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
今
川
館
跡
の
堀
の
改
修
や
虎
口
に
石
積
み
程
度
の
防
御

は
施
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
家
忠
が
命
じ
ら
れ
た
普
請
、「
御
屋
敷
普
請
」「
石
引
」
と
は
堀
の
改
修
や
、
石
積
み
な
ど
を
中
心
と
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

(二
)
駿
府
屋
敷
普
請
の
背
景

次
に
、
家
康
が
駿
府
に
屋
敷
を
構
え
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
屋
敷
の
普
請
が
開
始
さ
れ
る
以
前
の
状
況
を
見
る
と
、
小
牧
・
長
久

手
合
戦
の
あ
と
、
家
康
は
秀
吉
の
要
求
に
応
じ
て
実
子
義
伊
（
秀
康
）
を
人
質
（
養
子
）
に
差
し
出
し
て
和
議
を
結
ん
だ
も
の
の
、
さ
ら
な
る

人
質
要
求
に
は
応
じ
ず
に
い
た
。
屋
敷
の
普
請
は
こ
う
し
た
状
況
下
で
行
わ
れ
た
が
、
開
始
か
ら
三
カ
月
後
の
天
正
十
三
年
十
月
二
十
八
日
、

家
康
は
秀
吉
へ
の
人
質
提
出
拒
否
を
決
め
、
代
わ
っ
て
北
条
氏
と
起
請
文
を
交
わ
し
た(11
)。

養
子
と
い
う
形
で
あ
っ
て
も
実
子
を
差
し
出
し
て
秀

吉
と
和
議
を
結
ん
で
し
ま
っ
た
家
康
に
は
、
北
条
氏
と
同
盟
関
係
の
再
確
認
と
強
化
の
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
交
渉
を
行
う
に
は
浜
松
か
ら
で

は
遠
す
ぎ
る
た
め
、
駿
府
に
滞
在
で
き
る
屋
敷
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
十
四
年
三
月
八
日
、
家
康
は
三
島
に
お
い
て
北
条
氏
政
と
会
見

を
行
っ
た(12
)。

こ
れ
は
秀
吉
の
妹
旭
姫
と
の
婚
儀
を
控
え
、
同
盟
相
手
で
あ
る
北
条
氏
に
そ
れ
が
本
意
で
は
な
い
こ
と
を
直
接
示
す
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
家
康
は
自
身
か
ら
北
条
領
の
三
島
ま
で
出
向
き
、
十
一
日
に
は
自
領
の
沼
津
で
会
し
、
そ
の
あ
と
場
所
を
変
え
て
酒
宴

を
開
い
て
取
り
持
っ
た
。
交
わ
し
た
贈
答
品
は
北
条
方
が
ご
く
常
識
的
な
品
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
徳
川
方
は
舶
来
品
の
品
々
を
用
意
す
る
な

ど
、
北
条
氏
に
対
す
る
家
康
の
気
遣
い
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
家
康
は
盟
約
の
証
し
と
し
て
国
境
の
城
三
枚
橋
城
の
破

却
、
武
装
解
除
ま
で
行
っ
た(13
)。

国
境
の
武
装
解
除
に
よ
っ
て
北
条
氏
に
敵
意
の
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
北
条
領
国
と
接
す
る
駿
河
の
府
中
に
軍
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事
施
設
で
あ
る
城
郭
を
築
け
ば
、
そ
こ
が
相
模
攻
め
の
指
令
拠
点
と
す
る
た
め
と
受
け
取
ら
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
家
康
に
「
い
ず
れ
は
こ

こ
に
城
を
」
と
い
う
思
い
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
時
点
で
駿
府
に
城
は
必
要
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(三
)
家
康
の
上
洛

家
康
は
北
条
氏
と
の
盟
約
を
確
認
し
た
翌
月
、
秀
吉
の
妹
旭
姫
と
婚
約
し
、
翌
五
月
に
は
祝
言
を
挙
げ
た
。
そ
れ
で
も
家
康
は
上
洛
を
渋
っ

た
が
、
秀
吉
の
生
母
大
政
所
の
下
向
を
も
っ
て
十
月
下
旬
に
上
洛
し
、
秀
吉
に
臣
従
し
た
。

『
家
忠
日
記
』
の
天
正
十
四
年
十
月
晦
日
の
条
に
、「
殿
様
去
廿
六
日
ニ

大
坂
へ
御
着
被
成
、
御
宿
ㇵ
美
濃
守
也
、
明
日
廿
七
日
関
白
様
よ
り

御
対
面
可
被
成
候
処
（
以
下
略
）」
と
、
秀
吉
と
の
謁
見
を
前
日
に
控
え
た
家
康
・
秀
吉
の
動
向
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
四
日
前
の
こ
と
が
こ

こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
日
三
河
の
国
衆
た
ち
の
も
と
に
大
坂
の
様
子
が
届
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
通
常
で
は
、
家
忠
は
自
身
の
行
動

を
簡
潔
に
日
記
に
記
す
程
度
で
あ
る
が
、
さ
す
が
に
家
康
が
大
坂
城
で
初
め
て
秀
吉
と
対
面
し
た
時
の
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
さ
て
、「
殿
様
」
と
は
家
康
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
家
忠
日
記
』
は
家
忠
の
私
的
な
日
記
で
あ
る
た
め
、
記
述
に
は
気
兼
ね
が
な
い
。

当
初
は
家
康
の
こ
と
を
「
家
康
」
と
記
し
て
い
た
が
、
家
康
の
勢
力
拡
大
や
昇
官
に
つ
れ
「
殿
様
」「
家
康
様
」
と
表
記
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
「
家
康
」
と
記
し
て
し
ま
う
場
合
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
そ
れ
は
同
年
の
暮
れ
ま
で
続
い
た
。
と
こ
ろ
が
秀
吉
に
対
し
て
は
、
こ
の

日
の
記
述
を
境
に
こ
れ
ま
で
の
「
秀
吉
」
表
記
が
「
関
白
様
」「
関
白
殿
」
と
、
一
貫
し
て
敬
称
を
用
い
た
表
記
に
変
わ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

徳
川
家
中
の
秀
吉
に
対
す
る
姿
勢
の
変
化
が
率
直
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

上
洛
に
あ
た
り
、
家
康
は
秀
吉
の
推
挙
に
よ
り
十
月
四
日
に
「
権
中
納
言
」
に
、
そ
し
て
上
洛
後
の
十
一
月
五
日
に
は
秀
吉
の
弟
秀
長
と
共

に
「
正
三
位
」
の
叙
位
任
官
を
受
け
た
。
臣
従
の
見
返
り
に
叙
任
さ
れ
た
の
は
家
康
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
直
後
に
重
臣
の
井
伊
直
政
・
榊
原

康
政
・
大
久
保
忠
隣
・
本
多
忠
勝
・
鳥
居
忠
政
・
本
多
広
孝
が
「
従
五
位
下
」
に
叙
任
さ
れ
た(14
)。

さ
ら
に
家
康
は
翌
天
正
十
五
年
八
月
八
日
に

は
、
忠
長
と
同
時
に
従
二
位
権
大
納
言
に
叙
任
さ
れ
、
豊
臣
家
中
で
秀
吉
に
次
ぐ
位
に
着
い
た
。
家
康
に
対
す
る
厚
遇
は
そ
の
他
、
書
札
礼
に

お
い
て
も
他
の
大
名
に
対
す
る
も
の
よ
り
も
明
ら
か
に
厚
礼
で
あ
っ
た(15
)。

こ
う
し
た
厚
遇
は
、
義
弟
と
な
っ
た
家
康
を
実
弟
の
秀
長
と
同
格
に

扱
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
家
康
は
、
朝
廷
の
官
位
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
常
に
上
位
の
秀
吉
の
下
に
位
置
付
け
ら
れ
、
朝
廷
最
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高
位
の
関
白
秀
吉
に
従
う
こ
と
を
起
請
文
を
も
っ
て
誓
約
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二

家
康
の
駿
府
築
城

(一
)
居
城
の
移
転

大
坂
に
二
カ
月
近
く
滞
在
し
た
家
康
は
、
同
十
四
年
十
一
月
二
十
日
、
浜
松
城
に
帰
っ
た(16
)。

し
か
し
そ
れ
か
ら
二
週
間
後
の
十
二
月
四
日
、

家
康
は
突
然
本
拠
地
を
浜
松
城
か
ら
駿
府
に
移
し
た
。
そ
し
て
翌
年
の
二
月
か
ら
駿
府
城
の
築
城
に
取
り
掛
か
っ
た
（
表
１
）。
暮
れ
に
入
っ

て
の
突
然
の
拠
点
の
移
動
と
年
明
け
か
ら
の
築
城
の
背
景
に
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
当
代
記
』
巻
二
の
中
に
「
天
正
十
五
丁
亥
二
月
、
駿
河
府
中
石
垣
の
有
普
請
、
自
去
々
年
雖
有
事
始
、
上
方
不
快
之
間
、
指
て
事
不
行
、

今
秀
吉
公
令
入
魂
給
、
普
請
且
々
出
来
之
間
、
自
浜
松
北
の
方
を
も
引
越
給
。」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
駿
府
の
普
請

は
「
去
々
年
」
す
な
わ
ち
同
十
三
年
よ
り
始
め
ら
れ
た
。
一
見
こ
の
段
階
か
ら
駿
府
築
城
が
始
め
ら
れ
た
よ
う
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
が
、
実

際
こ
の
段
階
で
は
北
条
氏
と
の
関
係
を
保
つ
た
め
の
駿
府
屋
敷
の
普
請
で
あ
っ
た
。
当
然
秀
吉
は
こ
れ
を
「
不
快
」
に
思
っ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
上
洛
を
促
す
秀
吉
と
の
対
応
に
家
康
は
駿
府
に
足
を
運
ぶ
間
も
な
い
ま
ま
、
家
忠
が
普
請
を
終
え
て
一
年
余
り
過
ぎ
て
か
ら
屋
渡
り
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
家
康
が
秀
吉
に
臣
従
し
た
こ
と
で
、
秀
吉
の
「
入
魂
」
に
よ
り
普
請
は
一
気
に
は
か
ど
り
、「
北
の
方
」
す
な
わ

ち
旭
姫
も
浜
松
よ
り
移
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
秀
吉
の
「
入
魂
」
を
受
け
た
普
請
こ
そ
駿
府
築
城
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
家
康
の
浜
松
城
か
ら
駿
府
城
移
転
の
理
由
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。
五
カ
国
支
配
を
行
う
上

で
の
地
理
的
利
便
性
や
、
長
く
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
地
と
し
て
繁
栄
し
た
と
い
う
歴
史
性
な
ど
は
要
因
の
う
ち
に
入
ろ
う
。
し
か
し
秀

吉
と
の
対
決
を
念
頭
に
、
居
城
を
さ
ら
に
東
へ
遠
ざ
け
た
と
す
る
防
衛
上
の
理
由(17
)と

す
る
こ
と
に
は
首
肯
で
き
な
い
。
こ
れ
か
ら
進
出
し
よ
う

と
す
る
方
向
に
拠
点
を
移
す
な
ら
分
か
る
が
、
敵
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
後
退
で
あ
り
、
そ
れ
は
三
河
・
遠
江
・
信
濃
の
国
衆
に
と
っ

て
は
不
安
を
募
ら
せ
、
離
反
を
招
く
要
因
と
な
ろ
う
。
ま
た
駿
府
の
地
が
浜
松
城
よ
り
も
、
よ
り
堅
固
な
地
で
あ
れ
ば
ま
だ
し
も
、
駿
府
で
は

ま
っ
た
く
の
平
城
と
な
る
た
め
立
地
上
堅
固
な
城
と
は
言
え
な
い
。
い
か
に
駿
府
に
至
る
ま
で
に
難
所
が
あ
っ
た
と
し
て
も
城
の
周
囲
に
は
賎
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機
山
・
谷
津
山
・
八
幡
山
と
い
っ
た
付
城
を
築
か
れ
て
し
ま
う
山
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
こ
が
軍
事
的
拠
点
と
な
り
に
く
い
の
は
、
武
田
氏
が

城
を
構
え
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
言
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
駿
府
に
従
来
の
、
い
わ
ゆ
る
〝
土
の
城
〟
を
築
い
て
も
、
そ
れ
は
今
川
館
を
大
改

修
し
た
程
度
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
家
康
が
築
い
た
駿
府
城
は
本
城
（
本
丸
）
と
二
の
曲
輪
（
二
の
丸
）
ま
で
石
垣
が
築
か
れ
、
さ
ら
に
大
小
の
天
守
ま
で
築

か
れ
た
（
表
一
）。
す
な
わ
ち
総
石
垣
・
高
石
垣
・
天
守
を
備
え
た
、
ま
さ
し
く
織
豊
系
城
郭
と
い
え
る
堅
固
な
城
が
東
国
に
お
い
て
初
め
て

出
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
秀
吉
の
「
入
魂
」
の
結
果
と
言
え
よ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
石
垣
や
天
守
を
構
築
で
き
る

技
術
や
工
人
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
家
康
に
、
突
然
こ
れ
だ
け
の
城
が
築
け
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

(二
)
駿
府
築
城
の
背
景

家
康
の
駿
府
移
転
の
主
要
因
と
し
て
近
年
諸
氏
が
述
べ
て
い
る
の
が
、
対
北
条
で
あ
る
。
こ
れ
は
秀
吉
が
家
康
に
命
じ
た
「
関
東
惣
無
事
」

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

次
の
史
料
①
②
は
、
東
国
の
諸
将
に
宛
て
た
秀
吉
の
書
状
で
、
家
康
が
駿
府
に
拠
点
を
移
し
た
前
日
に
出
さ
れ
て
い
る
。

〔史
料
①
〕
豊
臣
秀
吉
判
物(18
)

対
富
田
左
近
将
監
書
状
披
見
候
、
関
東
惣
無
事
之
儀
、
今
度
家
康
ニ
被
仰
付
候
之
条
、
其
段
可
相
達
候
、
若
相
背
族
於
有
之
者
、
可
加
成

敗
候
間
、
可
得
其
意
候
也
、

十
二
月

(天
正
十
四
年
)三

日

（
花
押
）

片
倉
小
十
郎
と
の
へ

〔史
料
②
〕
豊
臣
秀
吉
判
物
写(19
)

対
石
田
治
部
少
輔
書
状
遂
披
見
候
、
関
東
・
奥
両
国
迄
惣
無
事
之
儀
、
今
度
家
康
ニ
被
仰
付
条
、
不
可
有
異
儀
候
、
若
於
違
背
族
者
、
可

令
成
敗
候
、
猶
治
部
少
輔
可
申
候
也
、
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十
二
月

(天
正
十
四
年
)三

日

（
花
押
影
）

多
賀
谷
修
理
進
と
の
へ

秀
吉
は
こ
の
な
か
で
、
関
東
や
奥
州
の
「
惣
無
事
」
を
命
じ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
遡
っ
て
次
の
史
料
③
で
は
、
家
康
に
「
関
東
之
儀
」

に
つ
い
て
諸
事
を
任
せ
た
旨
を
上
杉
に
伝
え
て
い
る
。

〔史
料
③
〕
豊
臣
秀
吉
判
物(20
)

去
月
廿
一
日
之
書
状
、
今
月
四
日
加
披
見
候
、
随
而

家
康
於
無
上
洛
者
、
三
川
境
目
ニ
為
用
心
、
殿
下
被
成
御
動
座
、
北
国
衆
其
外
江
州

何
も
宰
相
ニ
相
添
、
関
東
江

可
差
遣
旨
相
定
候
之
処
ニ
、
家
康
上
洛
候
て
令
入
魂
、
何
様
に
も
関
白
殿
次
第
与

申
候
間
、
別
而

不
浅
親
疎
、

関
東
之
儀
、
家
康
と
令
談
合
、
諸
事
相
任
之
由
被
仰
出
候
間
、
被
得
其
意
、
可
心
易
候
、（
中
略
）

十
一
月

(天
正
十
四
年
)四

日

（
花
押
）

上
杉
少
将
と
の
へ

日
付
か
ら
察
す
れ
ば
、
家
康
が
秀
吉
に
謁
見
し
た
直
後
に
秀
吉
が
「
関
東
惣
無
事
」
を
命
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
北
条
氏
は
、
天
正
十
六

年
の
正
月
六
日
よ
り
小
田
原
城
改
修
の
た
め
の
人
足
を
徴
用
し
て
い
る
。

〔史
料
④
〕
北
条
氏
房
朱
印
状
写(21
)

此
度
於
小
田
原
之
普
請
三
人
、
着
到
衆
者

、
人
足
計
ニ
而

可
出
之
、（
中
略
）
着
到
人
足
出
所
就
遅
者々

、
可
為
重
科
者
也
、
仍
如
件
、

亥
(天
正
十
五
年
)正

月
六
日関

根
石
見
守
殿

こ
れ
は
家
康
の
駿
府
で
の
築
城
と
時
期
を
同
じ
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
北
条
氏
が
小
田
原
城
の
改
修
を
始
め
た
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
家
康

が
前
年
の
暮
れ
に
駿
府
へ
拠
点
を
移
し
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
駿
府
と
小
田
原
に
お
け
る
動
向
は
、
前
掲
の
「
関
東
惣
無

事
」
に
係
わ
る
秀
吉
の
判
物
と
時
系
列
的
に
全
て
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

柴
裕
之
氏
は
、「（
家
康
は
）
豊
臣
権
力
へ
の
臣
従
に
よ
り
、
五
カ
国
に
お
よ
ぶ
領
国
の
政
治
的
・
軍
事
的
保
護
を
得
た
」
う
え
で
駿
府
城
を
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「
本
城
」
と
し
、
ま
た
「
家
康
は
豊
臣
権
力
に
従
う
東
端
の
政
治
勢
力
と
し
て
、
関
東
・
奥
羽
方
面
の
政
治
計
略
に
携
わ
る
存
在
と
も
な
り
、

そ
の
活
動
に
努
め
る
た
め
に
も
駿
府
は
適
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る(22
)。

的
を
射
た
指
摘
で
あ
る
。
ま
た
笠
谷
和
比
古
氏
も
「
交
渉
に
よ
る
説

得
で
あ
れ
、
軍
事
発
動
に
よ
る
討
伐
で
あ
れ
、
小
田
原
北
条
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
が
豊
臣
政
権
に
と
っ
て
直
面
す
る
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
領

地
の
地
政
学
的
位
置
か
ら
家
康
こ
そ
が
、
こ
の
課
題
遂
行
の
最
前
線
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
は
必
至
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
秀
吉
が
家
康
に

期
待
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
く
、
家
康
の
駿
府
へ
の
本
拠
移
転
は
右
の
よ
う
な
要
請
に
応
え
る
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」

と
、
同
様
に
述
べ
て
い
る(23
)。

〔史
料
⑤
〕
徳
川
家
康
起
請
文(24
)

敬
白

起
請
文

一
其
方
御
父
子
之
儀
、
於

殿
下
御
前
、
悪
様
申
な
し
、
佞
人
之
覚
悟
を
構
へ
、
御
分
国
中
毛
頭
不
相
望
事
、

一
今
月
中
、
以
兄
弟
衆
、
京
都
へ
御
礼
可
被
申
上
事
、

一
出
仕
之
儀
、
於
無
納
得
者

、
家
康
娘
可
返
給
事
、

右
条
々
存
曲
折
、
令
違
犯
者

、

梵
天
帝
釈
四
大
天
王
、（
中
略
）
部
類
眷
属
神
罰
冥
罰
可
罷
蒙
者
也
、
仍
起
請
文
如
件
、

天
正
十
六
年

五
月
廿
一
日

家
康
（
花
押
）

北
条
左
京
大
夫
殿

北
条
相
模
守
殿

右
の
北
条
氏
政
・
氏
直
父
子
に
宛
て
た
家
康
起
請
文
は
、
家
康
が
起
請
文
を
通
じ
て
北
条
方
の
兄
弟
衆
の
上
洛
を
促
し
た
も
の
だ
が
、
第
一

条
で
、
家
康
に
は
北
条
領
国
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
企
み
は
毛
頭
な
い
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
北
条
氏
は
家
康
に
疑
念

を
抱
い
て
い
た
こ
と
と
な
ろ
う
。
家
康
の
駿
府
築
城
は
、
家
康
が
豊
臣
大
名
に
な
っ
た
こ
と
の
表
明
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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(三
)
秀
吉
に
よ
る
築
城
へ
の
関
与

こ
の
よ
う
に
天
正
十
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
家
康
の
居
城
、
駿
府
城
の
普
請
は
、
家
康
の
意
思
と
い
う
よ
り
も
秀
吉
の
政
治
戦
略
が
反
映
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
中
井
氏
は
「
こ
れ
ま
で
大
名
自
身
が
豊
臣
大
名
と
し
て
の
ス
テ
イ
タ
ス
と
し
て
織
豊
系
城
郭
を
築
い
た
と
考

え
ら
れ
て
い
た
が
、
実
は
そ
の
逆
で
、
秀
吉
に
よ
る
命
令
に
近
い
形
で
地
方
に
織
豊
系
城
郭
が
誕
生

し
た
」
と
述
べ
、
こ
れ
を
「
秀
吉
の
城
郭
政
策
」
と
呼
ん
だ(25
)。

家
康
に
よ
る
駿
府
築
城
も
秀
吉
の
城

郭
政
策
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。

特
に
駿
府
城
の
場
合
は
、
官
位
で
は
秀
吉
に
準
ず
る
義
弟
の
居
城
で
あ
り
、
東
国
惣
無
事
に
向
け

た
重
要
拠
点
で
も
あ
る
。
当
然
、
駿
府
城
は
家
康
に
と
っ
て
官
位
相
応
の
居
城
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
表
二
）
し
、
豊
臣
政
権
の
城
と
し
て
権
威
を
示
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
『
家

忠
日
記
』
に
見
る
大
小
天
守
を
備
え
た
総
石
垣
の
城
の
造
営
で
あ
り
、
そ
の
遺
構
・
遺
物
が
発
掘
に

よ
り
現
れ
た
野
面
積
み
の
天
守
台
と
金
箔
瓦
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
家
康
に
は
そ
れ
に
応
え
る
だ

け
の
財
力
や
技
術
・
工
人
を
持
た
な
い
た
め
、
秀
吉
は
家
康
に
築
城
を
命
じ
た
だ
け
で
な
く
、
指
図

と
支
援
も
行
っ
た
で
あ
ろ
う
。

築
城
の
た
め
に
家
康
は
、
全
所
領
に
「
五
十
分
一
役
」
を
賦
課
し
た
り
、
五
カ
国
総
検
地
を
行
っ

た
り
し
た(26
)が

、
そ
れ
だ
け
で
は
到
底
賄
い
き
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
家
康
の
孫
千
姫
が
本

多
忠
刻
に
嫁
ぐ
際
に
、
忠
刻
は
家
康
か
ら
化
粧
料
と
し
て
一
〇
万
石
を
与
え
ら
れ
て
姫
路
城
の
西
の

丸
を
築
い
た
よ
う
に
、
秀
吉
も
家
康
に
対
し
て
技
術
面
で
の
援
助
だ
け
で
な
く
、
旭
姫
の
化
粧
料
や

支
度
料
な
ど
と
い
う
名
目
で
高
額
な
資
金
援
助
を
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

(四
)
金
箔
瓦
に
つ
い
て

今
回
発
見
さ
れ
た
天
守
台
と
大
量
の
金
箔
瓦
か
ら
、
駿
府
城
の
築
城
に
秀
吉
が
大
き
く
関
与
し
た
こ
と
は
疑
い
も
な
い
が
、
城
主
が
徳
川
家

駒沢史学94号（2020) 326

表二 金箔瓦が出土した天正 18 年以前築城の城
城 名 築城開始年 城 主 築城時の官位
大坂城 天正 11 年 羽柴秀吉 従五位下～従一位
大和郡山城 天正 13 年 羽柴秀長 従四位下／従三位
八幡山城 天正 13 年 羽柴秀次 従四位下
聚楽第 天正 14 年 羽柴秀吉 従一位
清州城 天正 14 年 織田信雄 従二位
駿府城 天正 15 年 徳川家康 正三位／従二位
広島城 天正 17 年 毛利輝元 従四位下



康
な
の
か
中
村
一
氏
な
の
か
遺
構
や
遺
物
か
ら
判
断
す
る
に
は
両
者
の
入
城
年
が
近
接
し
て
い
て
現
段
階
で
は
難
し
い
。
金
箔
瓦
に
注
目
し
て

み
れ
ば
、
秀
吉
は
織
田
家
が
占
有
し
て
い
た
金
箔
押
し
の
瓦
を
継
承
し
て
用
い
る
に
当
た
り
、
織
田
家
が
凹
面
箔
押
し
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

自
身
の
城
を
は
じ
め
家
臣
の
城
に
至
る
ま
で
凸
面
箔
押
し
に
仕
上
げ
、
明
ら
か
に
区
別
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
駿
府
城
の
場
合
、
箔
を
押
し
た

箇
所
が
軒
丸
瓦
に
は
凹
面
に
、
軒
平
瓦
に
は
凸
面
に
押
す
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
一
方
、
数
例
だ
が
凹
凸
両
面
金
箔
押
し
の
軒
丸
瓦
も
出
土

し
て
い
て
一
様
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
特
徴
が
駿
府
城
特
有
の
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
駿
府
城
の
築
城
時
の
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
。
瓦
に
つ
い
て
は
、
駿
府
で
焼
か
れ
た
も
の
な
の
か
、
西
国
か
ら
運
ば
れ
た
も
の
な
の
か
も
分
か
ら
な
い
。
箔
押
し
の
謎
も
含
め
、
今

後
の
調
査
研
究
を
待
ち
た
い
。

(五
)
天
守
の
建
造

天
正
十
五
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
駿
府
城
の
普
請
、
以
後
『
家
忠
日
記
』
の
記
述
（
表
一
）
を
も
と
に
経
過
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。
同
年
二
月

よ
り
松
平
家
忠
は
「
御
か
ま
へ
二
の
く
る
わ
堀
普
請
候
」
と
、
二
の
丸
の
堀
普
請
か
ら
始
め
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
御
か
ま
へ
二

の
く
る
わ
」
の
記
述
で
、
こ
の
限
り
で
は
当
初
の
駿
府
城
は
規
模
は
不
明
な
が
ら
、
二
の
曲
輪
（
二
の
丸
）
ま
で
し
か
有
さ
な
か
っ
た
こ
と
に

な
る
。
二
の
丸
の
石
垣
が
積
ま
れ
る
三
週
間
ほ
ど
前
の
十
月
半
ば
か
ら
「
本
城
」
す
な
わ
ち
本
丸
の
堀
普
請
が
始
ま
っ
た
。
翌
十
六
年
三
月
二

十
九
日
に
は
用
宗
港
よ
り
材
木
が
届
き
、
五
月
十
二
日
に
家
忠
は
大
天
守
の
手
伝
い
普
請
に
当
た
っ
た
。
こ
の
と
き
家
康
は
使
い
を
通
じ
て
精

を
出
す
よ
う
命
じ
て
い
る
。
家
忠
は
こ
の
と
き
の
記
述
に
「
才
木
」
と
注
を
添
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
月
末
に
用
宗
港
か
ら
運
ば
れ
た
材
木

は
大
天
守
の
用
材
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
天
守
の
用
材
に
は
十
分
な
乾
燥
を
済
ま
せ
た
大
き
な
材
木
が
大
量
に
必
要
と
さ
れ
る
が
、
徳

川
領
内
の
こ
れ
ま
で
の
材
木
需
要
を
考
え
る
と
自
領
だ
け
で
は
賄
い
き
れ
ず
、
遠
国
か
ら
船
で
調
達
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
を
ひ

と
月
半
か
け
て
加
工
し
、
組
み
上
げ
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
家
忠
の
天
守
手
伝
い
普
請
と
は
現
場
ま
で
の
用
材
搬
送
と
組
み
上
げ
時
の
人

足
の
動
員
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
家
忠
は
三
日
間
の
手
伝
い
普
請
を
済
ま
せ
る
と
、
三
河
で
半
年
間
過
ご
し
た
。
こ
の
間
に
大
天
守
の
本
格
的

な
造
営
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
翌
十
七
年
二
月
に
入
っ
て
小
天
守
の
普
請
が
始
め
ら
れ
、
家
忠
は
手
伝
い
普
請
に
従
事
し
た
。
こ
の
頃
家

康
は
、
三
・
遠
・
駿
の
三
カ
国
か
ら
連
歌
師
を
駿
府
城
内
に
呼
び
寄
せ
て
点
取
り
連
歌
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
城
内
の
殿
舎
の
建
造
は
か
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な
り
進
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
家
忠
は
四
月
十
日
に
普
請
を
終
え
る
と
三
河
に
帰
国
し
、
以
後
七
月
十
六
日
ま
で
の
間
に
二
度
駿
府
の
普

請
に
人
足
を
送
っ
た
が
、
自
身
は
普
請
に
従
事
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
駿
府
城
の
普
請
は
七
月
中
に
は
概
ね
終
了
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
以

後
八
月
か
ら
は
徳
川
家
挙
げ
て
富
士
山
麓
へ
京
都
方
広
寺
大
仏
殿
用
材
の
切
り
出
し
に
当
た
る
よ
う
に
な
っ
た(27
)。

そ
の
後
家
康
は
十
一
月
初
旬
に
上
洛
の
た
め
駿
府
城
を
出
て
、
暮
れ
に
な
っ
て
帰
城
し
た(28
)が

、
こ
の
間
に
小
田
原
攻
め
の
先
鋒
を
命
じ
ら
れ

た(29
)。

家
康
は
年
が
明
け
た
天
正
十
八
年
二
月
初
旬
に
先
鋒
と
し
て
出
陣
し(30
)、

こ
の
あ
と
駿
府
城
へ
は
三
月
十
九
日
に
東
進
途
中
の
秀
吉
が
入

り(31
)、

さ
ら
に
そ
の
あ
と
秀
吉
の
家
臣
宮
部
継
潤
が
守
備
し
た(32
)。

一
方
家
康
は
、
小
田
原
城
が
開
城
す
る
と
そ
の
ま
ま
江
戸
に
移
り
、
駿
府
へ
戻

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
家
康
が
完
成
し
た
ば
か
り
の
駿
府
城
に
在
城
し
た
の
は
、
わ
ず
か
五
カ
月
に
も
満
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

木
の
香
漂
う
完
成
し
た
ば
か
り
の
駿
府
城
に
、
家
康
に
代
わ
っ
て
入
っ
た
の
は
秀
吉
子
飼
い
の
中
村
一
氏
で
あ
っ
た
。
も
し
駿
府
城
が
家
康

に
よ
っ
て
独
自
に
築
か
れ
た
城
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
一
氏
は
破
却
し
た
の
ち
に
豊
臣
の
城
と
し
て
直
ち
に
再
築
を
始
め
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ

ま
で
述
べ
た
と
お
り
駿
府
城
は
秀
吉
の
意
向
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
豊
臣
の
城
で
あ
る
た
め
、
破
却
ど
こ
ろ
か
拝
領
す
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に

小
稿
は
駿
府
城
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
慶
長
期
以
前
と
思
わ
れ
る
天
守
台
と
金
箔
瓦
を
、
天
正
期
に
家
康
が
最
初
に
築
い
た
駿
府
城
の
遺
構
・

遺
物
と
仮
定
し
、『
家
忠
日
記
』
を
中
心
に
検
証
を
行
っ
た
。
そ
の
要
点
を
次
に
ま
と
め
る
。

①

家
康
の
駿
府
で
の
最
初
の
普
請
は
城
普
請
で
は
な
く
、「
御
屋
敷
普
請
」
で
あ
っ
た
。
屋
敷
の
普
請
は
天
正
十
三
年
の
八
月
か
ら
始
め
て

翌
十
四
年
九
月
ま
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
北
条
氏
と
の
同
盟
関
係
を
維
持
・
強
化
す
る
た
め
に
、
浜
松
よ
り
も
相
模
に
近
い
駿
府
を
選
ん
で

設
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

②

同
十
四
年
、
上
洛
し
て
秀
吉
に
臣
従
し
た
家
康
は
、
浜
松
に
帰
城
し
て
わ
ず
か
二
週
間
後
に
拠
点
を
駿
府
に
移
し
、
翌
年
二
月
か
ら
普
請

を
始
め
た
。
こ
れ
が
駿
府
城
の
普
請
で
、
秀
吉
に
よ
る
奥
州
・
関
東
「
惣
無
事
」
の
命
を
受
け
て
の
も
の
と
思
わ
れ
、
駿
府
城
の
普
請
を
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知
っ
た
北
条
氏
は
、
直
ち
に
小
田
原
城
の
改
修
を
始
め
た
。

③

家
康
が
創
築
し
た
駿
府
城
は
、
豊
臣
系
城
郭
に
見
ら
れ
る
大
小
の
天
守
を
持
つ
総
石
垣
の
城
で
、
家
康
領
を
は
じ
め
東
国
に
は
こ
れ
ま
で

存
在
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
駿
府
城
は
家
康
に
よ
る
築
城
で
あ
る
も
の
の
、
秀
吉
の
意
向
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
築
城

に
あ
た
っ
て
は
秀
吉
の
指
図
と
援
助
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

④

家
康
は
秀
吉
の
義
弟
と
し
て
、
秀
吉
の
実
弟
秀
長
と
同
格
で
秀
吉
に
準
ず
る
従
二
位
大
納
言
ま
で
昇
官
し
、
駿
府
城
は
家
康
の
官
位
相
応

の
城
と
し
て
築
か
れ
た
。
よ
っ
て
今
回
発
見
さ
れ
た
金
箔
瓦
を
と
も
な
う
天
守
台
は
、
家
康
が
築
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
、
中
村
一
氏
築
城

説
は
否
定
さ
れ
よ
う
。

⑤

家
康
が
築
い
た
駿
府
城
は
、
北
条
氏
に
対
す
る
最
前
線
の
豊
臣
の
城
と
な
っ
た
。
ゆ
え
に
秀
吉
が
駿
府
城
を
も
っ
て
牽
制
し
よ
う
と
し
た

の
は
家
康
で
は
な
く
北
条
氏
で
あ
っ
た
。
家
康
の
関
東
移
封
後
、
完
成
し
た
ば
か
り
の
駿
府
城
に
入
っ
た
中
村
一
氏
は
、
豊
臣
の
城
を
拝
領

し
た
の
で
あ
る
た
め
、
新
た
な
天
守
を
築
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
加
藤
理
文
氏
が
提
唱
し
た
、
徳
川
家
康
領
を
豊
臣
大
名
の
金
箔
瓦
城
郭
で
取
り
囲
ん
で
牽
制
す
る
と
い
う
「
金
箔
瓦
包
囲

網
」
説
は
否
定
さ
れ
よ
う
。
東
国
に
配
置
さ
れ
た
秀
吉
の
家
臣
た
ち
が
金
箔
瓦
の
城
を
築
い
た
の
は
、
自
領
支
配
の
た
め
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
佐
々
成
政
は
、
九
州
攻
め
の
軍
功
に
よ
り
肥
後
一
国
を
秀
吉
か
ら
与
え
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
人
た
ち
の
反
発
に
よ
る
一
斉
蜂
起

を
受
け
、
そ
れ
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
罪
に
よ
り
切
腹
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
教
訓
に
、
西
国
出
身
の
秀
吉
家
臣
た
ち
は
未

知
な
る
東
国
を
治
め
る
た
め
に
、
秀
吉
の
威
光
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

小
稿
で
は
新
た
な
天
守
台
の
発
見
に
よ
り
、
天
正
期
に
お
け
る
駿
府
城
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
試
み
た
。
豊
臣
政
権
と
家
康
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
先
学
た
ち
の
豊
富
な
蓄
積
が
あ
る
反
面
、
家
康
の
上
洛
の
動
機
、
秀
吉
へ
の
臣
従
の
時
期
、
家
康
の
改
姓
理
由
、「
二
重
公
儀
」
説
等

に
つ
い
て
も
様
々
な
見
解
が
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
こ
う
し
た
問
題
を
十
分
踏
ま
え
て
論
を
展
開
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
用
意
が
な

か
っ
た
こ
と
を
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。
た
だ
し
、
天
正
期
に
お
け
る
家
康
の
駿
府
築
城
を
通
じ
て
、
新
た
な
視
点
を
提
示
で
き
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
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註

(1
)
加
藤
理
文
「
織
豊
政
権
下
の
城
郭
瓦
」（『
織
豊
城
郭
』
創
刊
号
、
織
豊
城
郭
研
究
会
、
一
九
九
四
年
）。

(2
)
加
藤
理
文
「
よ
み
が
え
る
『
豊
臣
の
駿
府
城
』
③
」（『
城
郭
ニ
ュ
ー
ス
』
一
四
四
号
、
日
本
城
郭
協
会
、
二
〇
一
九
年
）。

(3
)
拙
稿
「
文
献
に
見
る
天
正
期
県
内
城
郭
の
構
築
物
に
つ
い
て
」（『
駿
府
城
を
め
ぐ
る
考
古
学
』
静
岡
県
考
古
学
会
、
一
九
九
九
年
）。

(4
)
『
家
忠
日
記
』
天
正
七
年
十
月
一
日
の
条
。

(5
)
『
家
忠
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
家
忠
が
普
請
に
従
事
し
た
八
月
二
十
日
か
ら
閏
八
月
二
十
三
日
ま
で
の
三
十
三
日
間
の
う
ち
、
十
日
間
雨
の
記
述
が
あ
り
、

八
月
二
十
五
日
の
条
に
は
「
あ
ら
吹
」、
同
二
十
七
日
の
条
に
は
「
大
風
」「
家
そ
ん
し
候
」
と
あ
る
。

(6
)
『
静
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
七
集

駿
府
城
跡
内
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
』（
静
岡
県
文
化
財
保
存
協
会
、
一
九
八
三
年
）。

(7
)
拙
稿
「
花
蔵
の
乱
と
駿
府
―
今
川
氏
の
「
構
」
に
つ
い
て
―
」（『
戦
国
史
研
究
』
第
二
十
一
号
、
戦
国
史
研
究
会
、
一
九
九
一
年
）。

(8
)
『
言
継
卿
記
』
弘
治
三
年
三
月
一
日
の
条
に
「
御
屋
敷
」
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
元
亀
二
年
三
月
十
八
日
付
武
田
信
玄
書
状
写
（「
歴
代
古
案
」『
戦
国
遺

文
』
武
田
氏
編
一
六
三
九
号
）
に
は
「
氏
真
屋
敷
」
を
攻
め
た
こ
と
、
同
四
年
十
一
月
二
十
日
付
武
田
家
朱
印
状
（「
岡
部
家
文
書
」『
同
』
武
田
氏
編
二

二
一
六
号
）
に
は
「
義
元
隠
居
屋
敷
」
を
岡
部
丹
波
守
に
屋
敷
地
と
し
て
与
え
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

(9
)
『
甲
陽
軍
鑑
』
品
第
三
十
六
。

(10
)
前
掲
註
(８
)。

(11
)
『
家
忠
日
記
』
天
正
十
三
年
十
月
二
十
八
日
の
条
。

(12
)
北
条
氏
政
・
徳
川
家
康
会
面
覚
書
「
西
山
本
門
寺
文
書
」（『
静
岡
県
史
』
資
料
編
８
中
世
四
、
一
八
三
八
号
）。

(13
)
拙
稿
「
天
正
一
四
年
の
家
康
・
氏
政
会
面
に
つ
い
て
」（
久
保
田
昌
希
編
『
松
平
家
忠
日
記
と
戦
国
社
会
』、
岩
田
書
院
、
二
〇
一
一
年
）。

(14
)
村
川
浩
平
「
天
正
・
文
禄
・
慶
長
期
、
武
家
叙
任
と
豊
臣
姓
下
賜
の
事
例
」（『
駒
沢
史
学
』
八
〇
号
、
二
〇
一
三
年
）。

(15
)
平
野
明
夫
『
徳
川
権
力
の
形
成
と
発
展
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）。

(16
)
『
家
忠
日
記
』
天
正
十
四
年
十
一
月
二
十
日
の
条
。

(17
)
加
藤
理
文
『
静
岡
の
城
』（
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
一
一
年
）。
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(18
)
「
伊
達
文
書
」（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
』
二
〇
三
六
号
）。

(19
)
「
秋
田
藩
採
集
文
書
」（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
』
二
〇
三
八
号
）。

(20
)
「
上
杉
文
書
」（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
』
二
〇
〇
九
号
）。

(21
)
「
内
山
文
書
」（『
戦
国
遺
文
』
後
北
条
氏
編
三
〇
四
七
号
）。

(22
)
柴

裕
之
著
『
徳
川
家
康
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
七
年
）。

(23
)
笠
谷
和
比
古
『
徳
川
家
康
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
）。

(24
)
「
鰐
淵
寺
文
書
」（『
小
田
原
市
史
』
資
料
編
原
始
古
代
中
世
Ⅰ
、
七
一
三
号
）。

(25
)
中
井

均
「
織
豊
系
城
郭
の
地
域
的
伝
播
と
近
世
城
郭
の
成
立
」（『
新
視
点
中
世
城
郭
研
究
論
集
』
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
二
年
）。

(26
)
本
多
隆
成
『
定
本
徳
川
家
康
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）。

(27
)
『
家
忠
日
記
』
天
正
十
七
年
七
月
九
日
の
条
に
、
来
る
十
六
日
よ
り
富
士
山
に
て
材
木
引
き
が
始
ま
る
旨
の
知
ら
せ
が
届
き
、
同
十
九
日
に
は
駿
府
城
普

請
の
人
足
が
大
宮
ま
で
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。

(28
)
『
家
忠
日
記
』
天
正
十
七
年
十
一
月
八
日
の
条
に
、
家
康
が
上
洛
の
た
め
田
中
城
に
入
っ
た
記
述
が
あ
り
、
駿
府
帰
城
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
い
が
、
十

二
月
十
八
日
の
条
か
ら
吉
田
城
ま
で
帰
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

(29
)
『
家
忠
日
記
』
天
正
十
七
年
十
二
月
十
三
日
の
条
。

(30
)
『
家
忠
日
記
』
天
正
十
八
年
二
月
十
日
の
条
。

(31
)
『
家
忠
日
記
』
天
正
十
八
年
三
月
十
九
日
の
条
。

(32
)
「
小
田
原
陣
ノ
時
海
道
筋
諸
城
守
衛
図
」（「
毛
利
家
文
書
」『
静
岡
県
史
』
資
料
編
８
中
世
四
、
二
三
八
四
号
）。
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